
西条市観光交流センター前広場活性化事業運営規程 

 

（目的） 

第１条 本規程は、ＪＲ伊予西条駅周辺地域の賑わいの向上と、本市の更なる魅

力の創出、発信を目的として実施する観光交流センター前広場活性化事業に

ついて、その運営に関し必要な事項を定める。 

（場所） 

第２条 広場の場所等は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 名 称 西条市観光交流センター前広場 

(2) 所在地 西条市大町７９８番地１、７９５番地３、７９６番地５内 西条 

市観光交流センター前南側広場 

(3) 面 積 ７６０㎡ 

（事業内容） 

第３条 市長は、第１条に規定する目的を達成するため、前条の広場を市民によ

る企画運営型イベント等 （下「 イベント等」という。）実施広場として活用

する。 

（利用者への使用許可） 

第４条 市民等の広場の利用については、地方自治法第２３８条の４第７項に

定める行政財産の使用許可に基づき、市民団体等利用者（下「 利用者」とい

う。）からの個別申請に対し、許可を行うものとする。 

（必要備品等の貸し出し） 

第５条 広場の利用にあわせ、イベント等の実施に必要な基本備品について、利

用者の申請に基づき貸し出しを行うものとする。 

２ 前項の基本備品等の種類、数量等については、別に定める 西条市観光交流

センター前広場活性化事業に係る貸与備品等一覧表」のとおりとする。 

（料金） 

第６条 第４条及び前条に規定する使用及び貸し出しに伴う料金は、これを無

償とする。 

（許可期間） 

第７条 広場の利用に係る許可期間は、１日単位とする。 

（使用時間） 

第８条 使用許可時間は、午前９時から午後６時までとする。ただし、市長が特

に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（利用者の資格要件） 

第９条 利用者は、別に定める 西条市観光交流センター前広場利用に関する利

用者の資格要件及び制限並びに禁止事項に関する定め」に規定する資格要件



を満たした者とする。 

（利用申請） 

第１０条 本事業の利用を希望する者は、別に定める申請書様式等により市長

に申請しなければならない。 

（申請窓口等） 

第１１条 申請窓口は、西条市観光振興課とし、申請に必要な書類については、

上記窓口に常設するとともに、西条市ホームページに公開する。 

（申請期限等） 

第１２条 第１０条に規定する申請の期限は、イベント等実施予定日から起算

して１０日前までの執務時間中（西条市執務時間規則（平成１６年西条市規則

第１号）第２条に規定する市の休日を除く日の午前８時３０分から午後５時

１５分までをいう。）とする。 

（審査） 

第１３条 市長は、第１０条の規定による申請を受理したときは、速やかに審査

の上、許可の可否を決定するものとする。 

（結果の通知） 

第１４条 市長は、前条に定める審査の結果について、速やかに申請者に通知す

るものとする。 

（利用者の責務等） 

第１５条 利用者は、別に定める 西条市観光交流センター前広場利用に関する

利用者の資格要件及び制限並びに禁止事項に関する定め」に規定する事項を

遵守しなければならない。 

２ なお、利用者が前項の規定に違反した場合は、利用者及び関係所属団体の当

該年度内使用を許可しないことがある。 

（イベント等に係る情報発信） 

第１６条 市長は、許可を行ったイベント等については、市フェイスブック等に

よりその情報を発信することができる。 

２ 前項の場合において、利用者の申請の時期等により情報発信ができない場合

がある。 

３ イベント等の実施に係るチラシ等のＰＲ印刷物の作成については、利用者に

おいてこれを行うものとする。 

（その他） 

第１７条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成２８年６月１日から施行する。 



附 則 

この規程は、令和２年８月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和５年７月２０日から施行する。 


